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理事活動等に関する規程
特定非営利活動法人

日本システム監査人協会

第 1章 総 則

この規程は特定非営利活動法人日本システム監査人協会(以下協会という)定款第

3章 〈役員)第 19条 (報酬等)、 及び第 20条 (顧問・相談役)に関する基準を定

めることにより、当協会における特定非営利活動を滞りなく執行できることを目的

とする。

この規程で使用する用語は下記のとおりとする。

報酬    :役 員報酬、手当、謝礼金、出張手当をいう。

標準単価  :事務局長が諸般の事情を鑑み、実際に支払う報酬の額について定め

た額をいう。

理事等   :理事及び理事が指名した会員をいう。

主査等   :主査、委員長、正副事務局長をいう。

第 2章 報酬・手当・謝礼金

(役員報酬)

第 3条 協会の役員報酬は無給とする。ただし役務の提供等に係わる手当については第 3

条の 2に定める。

(手当)

第 3条の 2 協会全体のために行つた活動に対して、主査等の承認を得て 1時間あたり3

千 5百円を限度として支払う。当協会の収支状況等を考慮して事務局長が標準単価

を定め、本規程の附表に記載する。

1.監事の手当

監事が会計監査等の作業を行つた場合は、監事一人 1回当たり12000円 の

手当とし、「監査実績表兼支払依頼書」で会計に支払依頼する。

2.事務局作業

協会事務室で行う下記の作業時間について、「事務局作業記録表」に記載し、事

務局が定期的に集計し「事務局実績表兼支払依頼書」で会計に支払依頼する。

①事務局作業

②会計処理作業

③公認等認定および更新認定作業

④教育研修委員会特別認定講習機関の評価作業

⑤推薦制度運営委員会の作業

⑥その他、協会にとつて必要な作業

3.対外活動



協会を代表して経済産業省等を訪問する会長及び随伴者に、「事務局実績表兼支

払依頼書」に基づき、[訪問時間+移動時間]について「事務局作業記録表」に記載

し、事務局が定期的に集計し「事務局実績表兼支払依頼書」で会計に支払依頼す

る。また登記所等に出向く理事等に対しても同様とする。

4.認定委員会の面接委員の手当

面接委員に対して、[面接にかかる事前準備期間+面接時間]を考慮について認定

委員長が「認定委員面接作業等請求明細書」で会計に支払依頼する。

5.事例研究会の実務セミナー等の講師手当

実務セミナーの講師を務める理事等に対しては、個々のセミナーが赤字になら

ない範囲で事例研究会座長が判断し、「研修収入等入金通知書」および「支払依頼

書」に基づき支払う。

6.事例研究会の監査普及サービスの監査チームリーダーの手当

10万円を限度として事例研究会座長が判断し、「普及活動収入等入金通知書」

および「支払依頼書」に基づき支払う。

7.月例研究会・公認継続教育セミナー等の手当

月例研究会・公認継続教育セミナー等の、当日の準備・受付・司会・後片付け

の作業については、当日の研修会参加費と相殺する。

8.会報編集作業の手当

編集担当者に対し、会報主査が認めた会報編集作業時間について支払う。

9,パート、アメリ イヽトの手当に関しては、下記のとおりとする。

①事務局作業  :事務局長が単価を決定し、事務局より会計に支払依頼する。

②月例会受付等の作業 :担当主査が決定する。

10.前項までの手当の規定を超えて支払う場合は、担当主査が各支払い申請書に理由

を記載して、正副事務局長いずれかの承認を得るものとする。

(謝礼金)

第 4条 謝礼金については、下記のとおり定める。

1.月例研究会、公認システム監査人継続教育、総会議演会の講師謝礼金等については、

担当主査が下記を参考に判断し、「研修収入等入金通知書」、または「普及活動収入

等入金通知書」および「支払依頼書」「研修講師料等振込票」に基づき支払う。

① PR要素の多いもの  謝礼なし

②自営業者 (法人化している自営業者も含む)、 著名人など

半日(4時間以内)  5万 円

一日(4時間を越える)8万 円

◎上記②以外

半日(4時間以内)  3万 円

一日(4時間を越える)5万 円

2.会報アワード等については、担当主査が予算を考慮して判断し、図書券等でおこな

，

“
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3.退任した理事・監事への記念品の贈呈等

退任した理事・監事のため年次総会修了後、退任慰労会を開催し、概ね下記の

基準により商品券を贈呈する。支部に属する理事、監事については支部会計から支

出する。

①就任期間 6年以上       1万 円

②就任期間 2年以上、 6年末満  5千円

③就任期間 2年末満       3千 円

4.協会出版物の原稿料、印税等の扱い

協会が監修等を行つた出版物の原稿料、印税等があつた場合は、原則として 2

0%を協会に納付し、80%を執筆者に分配する。なお納付率については、出

版担当者と会計担当者が協議して変更できるものとする。

第 3章 旅費

(交通費)

第 5条 本部理事の 70km未 満の交通費の実費は、「交通費請求書」によつて請求する。

(出張)

第 6条 70km以 上の出張に係る旅費、宿泊費、出張手当 (以下、旅費交通費と呼ぶ)は、

下記のとおり定める。

1.本部理事の旅費交通費は、事前に理事会、会長、正副事務局長のいずれかの承認を

得た場合に、「出張旅費請求書」に基づき支給する。

2.支部理事の旅費交通費は支部負担とする。ただし下記に該当する場合は、「出張旅

費請求書」に基づき支給する。

①総会への参加 (新任理事および退任理事を含む)。 なお、支部から総会に 1名

も理事が出席できない支部は支部役員 1名の代理出席を認める。

②会長、正副事務局長のいずれかからの要請に基づき、理事会に参加する場合

3.旅費交通費の額については下記のとおりとする。ただし、正副事務局長いずれかの

承認を得た場合は下記の範囲を超えて支給することができる。

①旅費     普通車両またはエコノミークラスの実質

飛行機代′タクシー代については領収書本紙添付のこと

②宿泊費    ビジネスホテルクラス宿泊の実費、領収書本紙添付のこと

③出張手当   宿泊  1泊 に付き 5′ 000円
日帰り 1回に付き 3′ 000円

第 4章 会議員

(会議員)

第 7条 会議、懇親会等における費用に関しては下記のとおり定める。

①月例研究会等の懇親会などの会費は、講師+1名分の請求を認める。

②退任理事慰労懇親会の会員は、退任理事分の請求を認める。

③研究・研修事業活動に伴う懇親会などの会費で、研修参加費などに懇親会費を

含めて徴収している場合は、当該事業の収支で処理することとする。

④その他の会議員は各部会の負担で、担当の主査の判断で一人当たり3000円
程度までを認める。

ｎ
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⑤上記の範囲を超える場合は、正副事務局長の承認を得た場合認める。

第 5章 支部助成金

(支部助成金の決定方法)

第 8条 支部助成金は次の基準により決定する。

6月末現在の、支部会員で、当年度までの会費を支払済みの人数で下記 2式の少ない

ほうの金額とする。

①支払済み人数に 3000円を掛け合わせた金額に 25000円を付加した額。

②支払済み人数に 4000円を掛け合わせた金額。

第 6章 顧問・相談役

(顧問 。相談役の任免)

第 9条 定款第 20条 (顧間・相談役)に定める顧問・相談役の任免については、当協会の

業務の必要に応じ、以下の基準に基づいて、それぞれ委嘱する。

1.顧間は、会長、副会長経験者または理事を歴任 し協会に多大な貢献をした者

2.相談役は、会長経験者、外部の有識者

(顧問・相談役の任期)

第 10条 顧問 。相談役の任期は 2年間とする。ただし再任を妨げない。なお、顧間は会員

資格を失つたとき退任する。

(顧問 。相談役の任務)

第 11条 顧問 。相談役は会長の諮問にこたえるほか、本協会の運営に関し意見を述べるこ

とができる。

(顧問・相談役の出張)

第 12条 顧間・相談役が協会の用のため、出張する場合は本規程第 6条を準用する。

附  表

1.本規程第 3条に係る事務局長が定める標準単価は、

2012年 1月以降 1時間1500円 (税込)とする。

1. 2010年  7月
2. 2011年 12月

改定履歴

制定

附表改定

9日

3日

3.2015年  9月 10日 追加 第 6章 顧問・相談役

条項 訂正前

"正
後 理由

附表 2000円 1500円 経費節減のため

条項 訂正前 釘正後 理 由

第 1条 (報酬等)に関する (報酬等)、 及び第 20条
(顧問・相談役)に関する

基準の明確化

第 1条 執行できるとお りすること 執行できること 誤記訂正

第 6章 全面追加 (本文参照: 基準の明確化

４

一



条項

『

正前 訂正後 理 由

第 3条
8

追加 会報編集作業の手当
編集担当者に対 し、会報主査が認めた

会報編集作業時間について支払 う。
(9以下、項目番号を繰 り下げ)

実態 に合 わ

せた

第 4条 会報の作業、原稿料
等

会報アワー ド等 実態 に合 わ

せた

4. 2016年  1月 8日 改定 第 3条 8追加、第4条 2訂正 (会報手当・謝礼関連)

5.2016年  4月 14日 改定 第 2条訂正、1日第 3条を第 3条の 2に、第 3条追加

(役員報酬を規定)

条項 r正前 訂正後 理 由

第 2条 追加 役員報酬を追加

旧第 3条 第 3条の 2に移動

第 3条 追加 役員報酬を明記 東京都 の指

導による

”
０

コ



2016年  4月 14日 制定

職員給与規程

特定非営利活動法人

日本システム監査人協会

(目的)

第 1条 この規程は、特定非営利活動法人日本システム監査人協会 (以下当協会という)

定款第 57条に規定する、職員の給与についての基準や手続きの方法について定め

る。

(給与の種類)

第 2条 給与は、給料のみとする。賞与については支払わない。

(給料の種類)

第 3条 職員の給料は次の通りとする。

1.基本綸 :時間給で支給する。

2.諸手当 :残業手当、休日出勤手当、通勤手当を支給する。

(給与の支払いと控除)

第 4条 給料は、職員の指定する金融機関口座に振り込みにて支払う。ただし、給与からは

次のものを控除することができる。

1.源泉所得税  (該当する者のみ)

2.健康保険と厚生年金の保険料、雇用保険などの社会保険料 (加入者のみ)

3.特別徴収の住民税 (該当する者のみ)

(給与の計算期間)

第 5条 給与の計算期間は、毎月 1日から末日までとする。

(給与の支払日)

第 6条 給与の支払い日は、翌月 5日 とする。ただし、当日が休日のときはその前日に支払

つ 。

(給料支払いの原則)

第 7条 給料は実際に働いた時間に対して支払う。

(給与の額)

第 9条 職員の給与の額は、能力、勤務成績に基づいて事務局長が定める。

(通勤手当)

第 10条 通勤手当は、職員が通動のために利用する交通機関の実費を、その月の給料の支

払い時に併せて支給する。

2 通勤手当は、自宅から当協会までの最も安価な交通機関によるものとする。

(残業手当)

第 11条 残業手当は、1日の労働時間が 8時間を超えたときに、超えた時間について、2

割 5分増 しで支給する。



(休日出勤手当)

第 12条 休日出勤手当は、日曜日、国民の祝日・国民の休日に出動した場合に、2割 5分
増しで支給する。

(雇用契約書)

第 13条 職員と当協会は、「雇用契約書」を締結し、双方が各 1通を保管する。

2 1本規程に定めの無い条件については、「雇用契約書」に定める。

改定履歴

1.2016年  4月 14日 制定

ワ

´

口



法人名
特定非営利活動法人

日本システム監査人協会
事 業 年 度

2019年 1月 1日 ～

2019年 12´月 31 日

書式第 17号 (法第55条関係)

特定非営利活動促進法第 54条第 2項第3号に定める事項を記載した書類

1 資金に関する事項 [①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項]

※ 丸数字は、特定非営利活動促進法第54条第2項第3号に定める事項の詳細について規定している特定非営利活動

収 益 源 泉 の 内 訳 金    額

入会金収入 77,000円

会費収入 6, 785,000円

普及・啓発、広報事業 26,000円

研究・研修事業 4, 548, 265円

認定事業 3,257,150円

寄付金収入 522,938円

ボランティア受入評価益 750,645円

支部収入 835,017円

印税収入 175,304円

雑収入 933円

円

円

円

円

△
ロ 計 16, 978, 252円

(1)収益の源泉別の明細

(2)借入金の明細

借
■
′ヽ 先 金    額

な し 円

円

円

円

円

△
ロ 計 円

(3)その他

な し

促進法施行規則第 32条第 1項各号に対応しています。以下同じです。



2 資産の譲渡等の内容に関する事項 [②資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項]

(1)資産の譲渡に係る料金及び条件等

譲 渡 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

な し

(2)資産の貸付けに係る料金及び条件等

貸 付 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

な し 円

円

円

円

(3)役務の提供に係る料金及び条件等

役 務 の 提 供 の 内 容 料 金 条  件  等

公認システム監査人認定登録手数料 52,500円

同 改定 (消費税 10%対応 ) 55,000円 2019年 10月 1日 より

公認システム監査人認定申請手数料 31,500円

同 改定 (消費税 10%対応) 33,000円 2019年 10月 1日 より

システム監査人補認定申請手数料 15,750円

同 改定 (消費税 10%対応) 16,500円 2019年 10月 1日 より

公認システム監査人更新申請手数料 31,500円

システム監査人補更新申請手数料 15,750円

月例研究会参加費 3,000円

システム監査実務セミナー(4日 間コース) 151,200円

システム監査実践セミナー

(日 帰り2日 間コース)

64,300円

事例に学ぶ課題解決セミナー 6,200円

近畿支部定例研究会 3,000円

円

円



3 取引の内容に関する事項 [

及び費用の生ずる取引のそれぞれ
第一順位から第五順位までの取引

③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生ずる取引
について、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ

口 役員等との取引]

(1)収益の生ずる取引の上位 5者

(2)費用の生ずる取引の上位 5者

(3)役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引
イ 資産の譲渡 (棚卸資産を含む。)

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

388,800円 職場研修講師代

356,4Ю 円
第 33回システム監査実務セミ
ナー他

151,200円
第 33回 システム監査実務セミ
ナー

151,200円
第 34回 システム監査実務セミ
ナー

146,4ЮO円
第 33回システム監査実務セミ
ナー

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

1,736,616円 事務所賃借料

804,510円 会議室使用料他

515,500円 HP製作費用

226,600円 1ノ22月 例研究会懇親会他

151,580円 ノー トPCの購入

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

譲 渡

年月日
譲 渡 価 格 譲渡資産の内容等

な し 円

円

円

円

円

円

円

円



取引先の

氏名等

法人 と

の関係
住所又は所在地

役務の提

供年月日
対 価 の 額 役務提供の内容等

通期 725,840円 法人事務作業

通期
557,400円 同上

通期
257,265円 同上

通期
31,095円 同上

通期 24,000円 認定作業

通期 15,240円 同上

通期
1,180,110円 同上

通期
41,865円 同上

通期
16,740円 同上

5、 11月 37,500円 認定面接

11月 24,000円
同上

5、 6、 11月 129,000円 同上

5、 11月 43,500円 同上

5、 6、 11月 129,000円 同上

5、 11月 24,0(X)円 同上

5、 11月 57,000円 同上

6月 24,Oα)円 同上

5月 24,000円 同上

ロ 資産の貸付け (金銭の貸付けを含む。)

ハ 役務の提供 (施設の利用等を含む。)

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

貸 付

年月日
対 価 の 額 譲渡資産の内容等

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



11月 24,Oα)円 認定面接

6月 30,Oα)円 同上

5月 24,Oα〕円 同上

2、 9月 30,00)円 会報編集

1、 10月 30,Oα)円 同上

3、 11月 30,000円 同上

4月 15,000円
同上

5月 15,Oα)円 同上

6月 15,ⅨЮ 円

同上

7月 15,()()()円
同上

8月 15,000F[] 同上

7、 12月 160,000円 監査セ ミナー

3月 200,∞0円 同上

3、 5月 190,αX)円 同上

7、 9、 12月 360,000円 同上

9月 200,000円 同上

3、 5月 30,000円 同上

5月 10,000円 同上

7、 12月 200,00円 同上

通期 10,500円 教育研修業務

通期 20,250円 同上

通期 20,250円 同上

9月 250,OЮO円 講演料

2月 50,Oα)円 同上

7月 50,000円 同上

通 期 43,400円 DVD編集作業

会計監査業務1、 8月 24,000円

1、 8月 24,000円 同上



4 寄附者に関する事項 [④寄附者 (役員、役員の規族等で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が
20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日]

氏 名 寄 附 金 額 受 領 年 月 日

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

5 給与の総額等に関する事項 [⑤給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項]

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

1人 1,298,790円



6 支出した寄附金に関する事項 [⑥支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日]

7 海外への送金等に関する事項 (その金額が200万円以下の場合に限る。)[⑦200万円以下の海外への
送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日

実  施  日 使 途 金   額

な し
円

円

円

円

円

円

円

円

支出年月日 支出先の名称 所 在 地 寄附の目的等 支出した寄附金額

な し
円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

合   計 円

]



書式第7号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 3表 ) (初葉)

法人名 特定非営利活動法人日本システム監査人協会 舞ック欄

3運営網繊及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の 1以下であること

{1}役員及びその親族帯

② 特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等
口 各社員の表決権が平等であること
ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は帳簿書類の備付け
帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること

二 支出した金餞の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

取引の記録及び

イ

(注 1)

C主 2)

各欄D人抑 よ 第3表付表1「役員の状浙りから転配してくださしヽ

Cttuaこついては、′N枚点以下第2位を切り捨てた数値を記載してくださし、

(例)33. 333・ ・・96 -→. 33. 396

ロ

項  目

区  分

役員数

最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

割 合

(②÷③

最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグループの人数

割 合

(④■⑥

① ② ③ ④ ⑤

④ "19年
1月 1日～

"Ю
年 12月 31日 42人 0人 0% 2人 48%

⑥ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

申 請 時
人 人 % 人 %

各社員の表決権が平等である ③ ⑮ ◎ ① ◎ 申 請 時

はい

いいえ

‖しヽ

いいえ

はい

いいえ

月しヽ

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

∝意1申①

・ 認定基準等チェック表 (第 3表)は、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類Dの提出時においてもm職及び添

付する必要があります。その場合、上記日の記載の必要はありません。

・ 認定の有魂u用蠍D更新の申請に当たつて:よ 法第馬条第1項に基づく書類 (役員

…

書類)に配載した事項について、

添付を省略することができます。

′

上記を証する書類の名称とその内容等



ハ

CL璽菫」菫聾壁塾塾2聖国塾、菫童量□□区E菫旦重堕壼2堕璽□国國壁量Шを目寸してください。

項
日

【 ③ ⑮ ◎ ① ◎ 申 請 時

会計について公認会計士又は監査法人の監査

を受けている

はい はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の

保存を青色申告法人に準じて行つている いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

しヽ えヽ

はい

いいえ

はい

いいえ

項
日

【 ③ ⑥ ◎ ③ ◎ 申 請 時

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の

記載がある等の不適正な経理の有無
有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

第3表 (″CD

∝意中0
認定の有効期間のコ新の申請に当たつては 法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項について、改

めて記載する必要はありません。

「認定基準等チェック (第 3表)

○ 二において、「費途が明らかでない文出」と|よ 法人が費用として支出した金額のうち、その費途を確認することができないも

のをいい、法人が名日に関わらず支出した金銭でその費途が明らかでないものが、これこ当たります|。 なお、意図的にその支出先を

明ら洲こしない支出がある場合も、当然に「費途が明らかでない支出」があることになり、認定を受けることはできません。

項 目 記 載 要 領 注 意 事 項

イの各欄 区分欄の「④」から「◎」欄には、実績判定期間の各事

業年度 (又は各年)を記載します。

第3表付表1「役員の状況」を記載して、「①」、「②」

及び「④」の各欄に該当する人数を転記します。

口の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。
「上記を証する書類の名称とその内容等」欄には、例え

ば、「定款 (又は会員0第○条に正会員の表決権 (又は議

決権)は平等に一票を与えると規定」のように記載しま

丸

ハの各欄 ①  「会計について

…

又は監査

法人の監査を受けている」の「は墜L
に「○」した場合には監査証明書を添

② 「帳簿書類の備付け、取引の記録及

び帳簿書類の保存を青色申告法人に準

立と盪含にL:L__螢 !旦:聾 :」|ヨ聾:L_□医量!塁

雄の塾塑工奎證越し透生してくださ

l上

付してくださしヽ

じて行つている」/) lltL \.t l. tol

該当する一方を「〇」で囲みます。

なお、「③」から「◎」については、上記イに記載する

各期間 (「③」から「◎」)を示したもので九

二の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「③」から「◎」については、上記イに記哉する

各期間 (「④」から「◎」)を示したもので九

;コ

^ニ

無



書式第8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況

安部 晃生 理事
○

第3表付表 1

就任

2010.2.28

法人名
特定非営利活動法人

日本システム監査人協会
③ ⑮ ◎ ① ◎ 申 請 時

役  員  数 42人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人

2人 人 人 人 人 人

大石 正人 理事 就任

2009.1.10
○

小野 修一 理事

会長

就任

2002.2.7
○

加佐見 明夫 理事 就任

2016.2.28○

越野 雅晴 理事 就任

2012.2.28
○

齊藤 茂雄 理事 就任

2006.2.28
○

役 員 の 内 訳

就 任 等 の 状 況

氏  名 住  所 職名 続柄等
④ ⑥ ◎ ① ◎ 申請時

就任・退任

年月日

齋藤 由紀子 理事 就任

2009.2.28
○

櫻井 俊裕 理事 就任

2016.2.28
○

桜井 由美子 理事 就任

2003.2.25

ヽ
ノ

′
ヽ

半田 (佐々野)

未知

理事 就任

2014.2.28○

清水 息子 理事 就任

2010.2.28○

鈴木 信夫 理事 就任

2002.2.25
○

竹原 豊和 理事

○

就任

2018.2.28



舘岡 均 理事
○

就任

2012.2.28

力 利則 理事

○

就任

2003.2.25

戸室 佳代子 理事

○

就任

2016.2.28

豊田 論 理事
○

就任

2018.2.28

仲 厚吉

中山 孝明

理事

理事

○

○

就任

2004.2.23

就任

2006.2.28

野田 正勝 理事
○

就任

2016.2.28

林 昭夫

原 純江

理事

理事

○

○

就任

2016.2.28

就任

2004.2.23

原田 憲幸 理事
○

就任

2016.2.28

福田 敏博 理事

○

就任

2018.2.28

松枝 憲司 理事
○

就任

2002.2.7

松尾 正行 理 事
○

就任

2012.2.28

三谷 慶一郎 理事

○

就任

2002.2.7

三輪 智哉 理事

○

就任

2010.2.28

柳田 正 理事
ヽ
ノ

′
ヽ

就任

2016.2.28

山口 達也 理事
○

就任

2018.2.28

宮崎 雅年 理事
○

就任

2014.2.28

横倉 正教 理事
○

就任

2014.2.28

宮本 茂明 理事
○

就任

2010.2.28

久保田 秀男 理 事

○

就任

2018.2.28

安井 秀樹 理事
○

就任

2018.2.28



荒牧 裕一 理事 就任

2018.2.28
○

荒町 弘 理事 就任

2012.2.28
○

福本 洋一 理事 就任

2016.2.28
○

廣末 浩之 理事 就任

2014.2.28○

松津 宏 理事 就任

2018.2.28
○

大西 智 監事 就任

2018.2.28
○

木村 裕一 監事 就任

2014.2.28
○

(注意事項 )

認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事

項について、添付を省略することができます。



法人名 特定非営和1晶動法人日本システム監査人協会

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 記帳の時期 保存期間

現金出納帳
会計ソフト(弥生会計)使用

ルーズリーフ
随時 7年

仕訳日高己帳
会計ソフト(弥生会計)使用

ルーズリーフ
随時 7年

総勘定元帳
会計ソフト(弥生会計)使用

ルーズリーフ
随時 7年

固定資産台帳 表計算ソフト (EXCEL)

使用

随時 7年

書式第 9号 (法第 44条・51条・ 58条関係)

帳 簿 組 織 の 状 況 第3表付表2

(配11:腰領)

・ 「伝票又懐帳簿名」欄は、例えば「入金伝昴し、「出麺 、「振替僣諏し、:漸證出触   「総勘定元根」などのように記載します。
・ 「左の帳簿等の形態」欄は、「単票」、「′レーズリーフ」、「装丁幅簿」などのように配載します。
・ 「記帳の時期」欄は、1頂時」、「毎日」、「―週間ごと」のように配載します。
・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつて:ム 法第55条第1項に基づく書類 (役員囀日駄闘ヨ亭損蜃:1"Dに記載した内容に変更

がないときは、添付を省略することができます。



法人名 特定非営利活動法人日本システム監査人協会 チリグII

4事 業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又は政治活動等を行つていないこと

口 役員等に対し報酬又感給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法人

と当法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当法人

の財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う者、上

記イの活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上で

あること

二 実績判定期間における受入寄附金総額の701%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

イ

項 目 ③ ⑮ ◎ ① ◎ 申南早岸

宗教の教義を広め、儀式を行い、及び

信者を教化育成する活動
有 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

政治上の主義を推進し、支持し、又は

これこ反力
「 ケるキH助

有 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有・ 無 有 ・ 無

特定の公職の候補渚若 しくは公職に

ある者又は政党を推薦し、支持し、又

はこれらに反対する活動

有 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 。無 有 ・ 無

ロ

項 目 ④ ⑮ ◎ ③ ◎ 申言調寺

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人とその

活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に対する報酬の支

給の状況等に照らして、当法人の役員に対する報酬の支給として過

大と認められる報酬の支給その他役員等に対し報酬又は給与の支給

に関して特別¢琳1騒ι潮導の有無

有 有。無 有・無 有・無 有・無 有・無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当該資産の

その譲渡の時における価額に比して著しく過少と認められる資産の

譲渡その他役員等又は役員等が支配する法人と当法人の間の資産の

譲渡等に関して特別の利益の供与の有無

有 有。無 有。無 有・無 有・無 有・無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事業の運営

に関して特男|」の利益の供与の有無
有 有。無 有・無 有。無 有・無 有。無

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は特定の公

職の候補者若しくは劉晦こある者に対する割附の有無
有 有 。無 有・無 有・無 有・無 有・無

書式第10号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表 (第4表 ) (初コD

(滋抑

・ 「認定基準等チェック表 (第 4表)」 は、法第55条第:項に基づく書類 (役員報酬規程等提出ヨ饗Dの提出時においてもlD賊

及び添付する必要があります。その場合、:硼睫基準等チェック表 第4表 (次葉)(′ '崚び二)」 の記載及び添付の必要はありま

せん。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつて|ム 法第5条第 1項に基づく書類 (役員報酬婦□等提出1出0に記載した事項につい

て、添付を省略することができます。

′

毎

無

無



法人名 特定非営利活動法人日本システム監査人協会 わ 湘

5 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれをその事

務所において固覧させること

イ 特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告■等、役員名簿及び定款等

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄口綸 を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

二 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他―定の事

項等を記載した書類

へ 助成の実績並びに海外送金等の金額及び使途並びにその予定日を1磁した書類

′

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこれをそ

の事務所において閲覧させることに同意する。

※口珈司野する細則 (‖メ菌諷lD等がある精 ヨよ その相則 (泄内側鋤1等を添付してくださし、

同  意

しない

イ

① 事業報告書等 停業報告書、財産日録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち10人以上の者の

氏名及び住所又は居所を記した:書D
② 役員名簿

③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記事■罰]月書の写し)

ロ 各認定基準等に適合する旨を説明する:割頃、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 翻附金を充当する予定の具体的な事業の内容を諦哉した書類

前事業年度の役員報酬又は職員給‐与の支給に関する規程

ホ

次の事項を記載した書類

① 収益の源募明IIの明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

・ 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位5者との取引

・ 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者″刈 晴 若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特殊

の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法人に対する

寄附金の額の事業年度中の合計額が加万円以上であるものに限る。)の氏名並びこその寄付金の額胸

"動
繭明

日

⑤ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出した菰附金の額並びにその相手先及び支出年月日

⑦ 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合 (その金額が2∞ 万円以下の場合に限る。)におけるその金額及び

使途並びにその実施日

① 助成金の支給を行った場合に事後口所轄庁に提出した書類の写し

② 海外への送金又は金銭の持出し (その金額が2∞ 万円以下のものを除く。)を行う場合には事前に又は災害に対

する援助等緊急を要する場合には事後に所轄庁に提出した書類の写し

書式第13号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 5表 )

Q憲中Q
・ 認定基準等チェック表第5表は、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に配載及び添付する必要が

あります。

・ 露定の有効期間D更新の申請に当たつては、添付の必ヨまありません。



書式第14号 (法第44条・51条・58条関的

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表 )

法人名 特定非営禾1幅最法人日本システム監査人協会

認定基準等チェック表  (第 6表)

認定基準等チェック表  (第 7表 )

認定基準等チェック表  (第 8表 )

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過し

ていること

わ 畑

事業年度 日  日 ～   日  Π 設立年月日 平成 年 月 日

∝意■Q
・ 法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬胡程等提出書類)の搬出時に当たって|よ 認定基準等チェック表 (第 6表及び第3:D
は、配嗜する必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつて|ム 認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)の記載の必要はありません。また、法第

5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書棗Dに記載した事項について、改めて1口産する必要はありません。

6 実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等及び役員

名簿並びに定款等を同法第29条の規定により所轄庁に提出していること

チッタ‖ロ

特定非岬 括り捉進法第28条に規定する事業報告書等及び役員名簿並びに定款等の所轄庁への提出の有無

③ ⑤ ◎ ③ ◎

有 。 無 有 。 無 有 ・ 無 有 征
か

有 ・ 無

7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの

利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

チェック‖用

′

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する

事実の有無

③ ⑮ ◎ ① ◎ 申 請 時

有 有 ・ 無 有 ・ 無 有 。 無 有 。 無 有 ・ 無

③ 認定基準等チェック表 (第 7わ :よ 法第5条第1項に基づく書類 (役員報馴婦程割田」■Dの拍出時に配載及

び添付する必要があります。

4聾



書式第15号 (法第44条・51条・58条関係)

欠格事由チェック表

法人名 特定非営禾1婿動法人日本システム監査人協会 九ック相

認定、仮認定又は認定の有効期間の更新の基準にかかわらず、次のいずれかの欠格事由に該当する法人は

認定、仮認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合

イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は仮認定特定非営利活動法人が仮認定を取り消された場
合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前 1年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該仮認定

特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの日から5年を経過しないもの
口 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しな
い者

ハ 特定非営利活動促進法着しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法 204条等 。鋼Ml)

若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことによ

り、罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
二 暴力団の構成員等●塞M2)

2 認定又は仮認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人
3 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人
4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人 (2

=二
』区言圏壁塑型堕Ettg≧査コ塑□ШロヒE屋理堕≧皇目歴il二1」L_I西醒国國□理l量笠全二重」」」E」菫」」Lと」墜腱証盟」ILIヒζ≦24.1」」LELニ

塵整目壺運菫型里菫日□墜型ヨ■型堕壺」塁堂:2』笙:国塑嘔邑旦圭』出饉塵望主!三』日壁堕壼重コ週1ビ堕睡生堕菫墜雷型堕笙型堕生主)。

5国 税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人
6 次のいずれかに該当する法人
イ 暴力団
口 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人

役員のうち、次のい織 し力ヽこ該当する者の有無

認1定特定チ1増和括動法人力沼定を取り消された場合又は仮認定特定非営利活動法人が仮認定を取

り消された場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前1年内に当該認定特定

非営和括動法人又は当該仮認定特定非営申幡動法人のその業務を行う理事であった者でその取消

しの日から5年を経過しない者の有無

有

禁錮以上の刑に処せられへその執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から

5年を経過しな 嗜ヽつ有無 有

特定非営

"慟
腱佳法若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは

刑法第 2∝ 条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に

関する法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受

けることがなくなった日から5年を経過しない者の有無

有

暴力団の構成員等の有無 有て纂:う

はい い い認1定又は仮認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人

定款又は
'事

業計画書の内容が法令等に違反している法人 はい 。

´
０ 次のいカ カヽこ該当する法人

暴力団 ′まい・

暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人 はい。
(・雨 )

4 国税又は地方税の将樹

'茨

じ)¢滝丸行がさヤけでいるもσ)j又は当昇亥滞腑ヽ処り)¢)澪冬
~「

0)日 から3年を:籠働E
しないヽ 員人

はい い い

耐
薇

認定、仮認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、上聾」LE:堡ζ」重□壺聾墜置こE豊壼LL菫世:≧重12ム」奎聾璽旦書

」量2生座堕里聾聖壁睡塾盟堕菫丞至菫四國出菫

`型

昼壁墜聟塑
=壺

塾璧盆日墨壺量産聾国墜墨聾巳る二と__
(注 1)その他の事務所がある場創よ その他の事務所所在の滞細 分に係、る納税証明書も添付すること

(注 2)役員報酬槻程等提出書には添付不要

イ

ロ

ハ




